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保険税
（年額）

　

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納

税
通
知
書
を
世
帯
主
宛
に
送
付
し
ま

す
。

送
付
時
期　
７
月
中
旬

納
付
方
法　

①
②
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
ま
た
は
納

付
書
）

　

７
月
か
ら
令
和
７
年
３
月
ま
で
の

９
回
で
納
付
。

※
納
付
は
原
則
口
座
振
替
で
す
。

口
座
振
替
の
手
続
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

②
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

　

年
金
支
給
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
。

そ
の
他　
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告

書
」
や
「
確
定
申
告
書
」
を
３
月
16

日
㈯
以
降
に
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、

本
来
と
は
異
な
る
保
険
税
や
自
己
負

担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

計
算
方
法　

国
民
健
康
保
険
税
は
、

被
保
険
者
の
人
数
と
前
年
の
所
得
を

基
に
、
世
帯
単
位
で
算
定
し
ま
す
。

トピックス

1
国
民
健
康
保
険
税
を

決
定
し
ま
す

問
合
せ  

保
険
医
療
課

（
℡
23ｰ

７
６
2
5
）

２
９
９
７
２
７
７
８
８

ID

2
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
と
限
度
額

適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

問
合
せ  

保
険
医
療
課

（
℡
23ｰ

７
６
2
5
）

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

８
月
１
日
㈭
か
ら
使
用
し
て
い
た

だ
く
高
齢
受
給
者
証（
白
色
）を
送
付

し
ま
す
。

送
付
時
期　
７
月
中
旬

対
象　

70
歳
～
74
歳
の
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者

そ
の
他　

高
齢
受
給
者
証
に
は
窓
口

負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。医

療
機
関
で
診
察
・
治
療
を
受
け
る
時

は
、国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
高

齢
受
給
者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に

必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新
は

申
請
が
必
要
で
す

　

現
在
の
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７

月
31
日
㈬
で
す
。入
院
や
高
額
な
外
来

診
療
の
予
定
が
あ
り
、８
月
以
降
も
引

き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、８
月

中
に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
認
定
証

♦
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

♦
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証

４
３
１
６
３
４
３
６
１

ID

９
１
４
４
５
３
５
５
８

ID

手
続
き
に
必
要
な
も
の

♦
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証

♦
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免

許
証
な
ど
）

♦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類（
世
帯
主

と
対
象
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

♦
別
世
帯
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は

委
任
状

注
意
事
項

♦
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
の
予
定

が
な
い
場
合
は
、必
要
が
生
じ
た
と
き

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

♦
マ
イ
ナ
保
険
証（
健
康
保
険
証
の
利

用
登
録
を
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）を
利
用
す
る
場
合
は
、更
新
手
続

き
は
不
要
で
す
。
た
だ
し
、
長
期
入

院
該
当
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
引
き

続
き
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

♦
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
と
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
交

付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

所得割 均等割 平等割 課税限度額
医療分 6.3％ 25,800 円 19,400 円 650,000 円
支援分 2.3％ 9,400 円 7,100 円 240,000 円
介護分 1.8％ 10,000 円 5,300 円 170,000 円

※令和６年度から所得割額の税率及び支援分の課税限度額を改正しています。

所得割額

世帯 の 被保険者
の前年中所得金額
×それぞれの所得
割率

均等割額

世帯の被保険者数
×それぞれの均等
割額

平等割額

世帯の被保険者数
にかかわらず一律

※100円未満切捨て



広報しんしろ

広報しんしろ 2024.77

　

令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

送
付
時
期　
７
月
中
旬

納
付
方
法　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
お
よ
び
納
入
通
知

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

そ
の
他　
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告

書
」
や
「
確
定
申
告
書
」
を
３
月
16

日
㈯
以
降
に
提
出
し
た
場
合
は
、
本

来
と
は
異
な
る
保
険
料
や
自
己
負
担

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

計
算
方
法　

保
険
料
は
、
被
保
険
者

の
令
和
５
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
「
所
得
割
額
」
と
、
被
保
険

者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る
「
被
保

険
者
均
等
割
額
」
を
合
算
し
て
計
算

し
ま
す
。

保
険
料
賦
課
限
度
額
の
改
定

　

令
和
６
年
度
か
ら
国
の
基
準
に
合

わ
せ
て
保
険
料
賦
課
限
度
額
が
改
定

さ
れ
ま
し
た
。
高
所
得
者
の
方
に
、よ

り
多
く
の
保
険
料
を
負
担
い
た
だ
く

こ
と
で
、
中
間
所
得
者
層
の
負
担
軽

減
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
令
和
５
年
度
ま
で　

66
万
円

◆
令
和
６
年
度
か
ら　

80
万
円

　

た
だ
し
、
令
和
６
年
度
に
つ
い
て

は
、令
和
６
年
度
に
75
歳
年
齢
到
達
に

よ
っ
て
、新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
さ
れ
る
方
な
ど
を
除
き
、賦

課
限
度
額
は
73
万
円
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

　

次
に
該
当
す
る
方
は
保
険
料
の
軽

減
が
あ
り
ま
す
。

◆
所
得
の
低
い
方

　

世
帯
主
と
世
帯
の
被
保
険
者
全
員

の
所
得
の
合
計
が
次
の
表
の
所
得
要

件
以
下
の
世
帯
は
、
被
保
険
者
均
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◆
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

だ
っ
た
方

　
所
得
割
が
課
せ
ら
れ
ず
、
被
保
険
者

均
等
割
額
が
資
格
取
得
後
２
年
間
は
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

令
和
６
、７
年
度
の
保
険
料
率

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
財

政
運
営
期
間
を
２
年
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
期
間
の
医
療
給
付
費
な
ど

の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
２
年
ご
と

に
保
険
料
率
の
改
定
を
行
っ
て
い
ま

す
。
運
営
主
体
の
愛
知
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
で
は
、
令
和
６
、７

年
度
の
保
険
料
率
を
次
の
よ
う
に
決

定
し
ま
し
た
。

トピックス

3
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

が
決
定
さ
れ
ま
す

問
合
せ  

保
険
医
療
課

（
℡
23ｰ

７
６
2
5
）

１
２
３
１
２
７
４
０
０

ID

あ
い
ち
後
期
高
齢
者
医
療

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
、保
険

証
や
各
種
給
付
な
ど
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
関
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
の
算
定
方
法
や
保
険
証
の

負
担
割
合
、高
額
療
養
費
な
ど
の
各
種

給
付
は
、コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。保
険
料
の
納
付
は

市
保
険
医
療
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

電
話 

０
５
７
０
‐
０
１
１
‐
５
５
８

期
間 

令
和
７
年
３
月
31
日
㈪
ま
で

（
土
日
祝
、
年
末
年
始
は
除
く
。
た
だ

し
、７
月
13
日
㈯
か
ら
８
月
31
日
㈯
ま

で
は
、
土
日
祝
も
開
設
し
ま
す
。）

時
間 

午
前
８
時
45
分
～
午
後
５
時
15
分

注
意
事
項　
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
受

信
専
用
で
す
。還
付
金
の
案
内
や
口
座

を
指
定
し
て
振
り
込
み
を
さ
せ
た
り
、

Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
指
示
し
た
り
す
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
は
通

話
料
が
か
か
り
ま
す
。

３
９
５
５
３
８
３
９
３

ID

軽減割合 所得要件

7 割
43万円＋［10万円×（給
与所得者などの人数−
1）］以下

5 割

43万円＋（29.5万円×世
帯の被保険者数）＋［10
万円×（給与所得者などの
人数−1）］以下

2 割

43万円＋（54.5万円×世
帯の被保険者数）＋［10
万円×（給与所得者などの
人数−1）］以下

（※）令和６年度は、令和５年度の基礎控除後の総所得金額が５８万
円以下の被保険者の所得割率は１０．４０％となります。

令和４、５年度の保険料率
所得割率　９．５７％

被保険者均等割額　４９,３９８円

令和６、７年度の保険料率
所得割率　１１．１３％（※）

被保険者均等割額　53,438 円

所得割額
（所得金額－基礎控除額）

×所得割率 11.13％

被保険者均等割額
被保険者一人当たり

53,438 円

保険料（年額）
（限度額 80 万円）
100 円未満切捨て
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そ
の
他　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
で
す
。

　

専
用
ペ
ー
ジ
か
ら
代
表
者
が
ご
家

族
分
ま
と
め
て
申
込
可
能
で
す
。（
こ

の
場
合
、
家
族
全
員
分
の
商
品
券
が

代
表
者
の
ス
マ
ホ
な
ど
に
入
り
ま

す
） 申

込	

　
7
月
1
日
〜
15
日

◀

当
選
ハ
ガ
キ
到
着　
　
8
月
上
旬 

◀

当
選
ハ
ガ
キ
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ア

プ
リ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
と
購
買
処
理（
コ

ン
ビ
ニ
決
済
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
）

8
月
31
日
ま
で

◀

新
城
さ
く
ら
Ｐａｙ
利
用

8
月
9
日
〜
12
月
27
日
ま
で

　

市
内
で
利
用
で
き
る
プ
レ
ミ
ア
ム

付
デ
ジ
タ
ル
商
品
券
の
申
込
を
開
始

し
ま
す
。

利
用
期
間 

８
月
９
日
㈮
～
12
月
27
日
㈮

対
象　
市
内
在
住
の
方

販
売
数　

電
子
版
２
２
，
０
０
０

セ
ッ
ト
予
定
（
１
人
２
セ
ッ
ト
ま
で
）

申
込　
７
月
１
日
㈪
か
ら
15
日
㈪
ま

で
に
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

み
。
当
選
通
知
は
ハ
ガ
キ
で
ご
自
宅

に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

利
用
方
法　

当
選
ハ
ガ
キ
に
印
字
さ

れ
て
い
る
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
専
用

ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
、
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

トピックス

5
新
城
さ
く
ら
Ｐａｙ

（
プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル

商
品
券
）申
込
の
開
始

問
合
せ 	

新
城
さ
く
ら
Ｐ
ａ
ｙ
事
務
局

	

（
℡
０
１
２
０ｰ

６
６
０ｰ

８
７
０
）

	

産
業
政
策
課

	

（
℡
23ｰ

７
６
3
4
）

4
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証

な
ど
の
更
新

問
合
せ  

保
険
医
療
課

（
℡
23ｰ

７
６
2
5
）

５
３
２
９
４
９
５
０
９

ID

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）

　

８
月
１
日
㈭
か
ら
使
用
し
て
い
た

だ
く
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

送
付
時
期　

７
月
下
旬

送
付
方
法　

簡
易
書
留
郵
便（
転
送

不
要
）

注
意
事
項　

８
月
に
な
っ
て
も
保
険

証
が
届
か
な
い
場
合
は
保
険
医
療
課

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証（
オ
レ
ン
ジ

色
）は
７
月
31
日
㈬
が
有
効
期
限
で

す
。

　

全
て
の
方
に
安
心
し
て
マ
イ
ナ
保
険

証
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、個

人
番
号
が
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等

シ
ス
テ
ム
に
正
確
に
登
録
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
た
め
に
、個
人

番
号
の
下
４
桁
を
台
紙
に
印
字
し
て

送
付
し
ま
す
。保
険
証
を
は
が
し
た
後

の
台
紙
は
、細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し

て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
証
）、限
度
額
適
用
認
定
証（
限
度
額
証
）

送
付
時
期　
７
月
下
旬

対
象　

有
効
期
限
が
７
月
31
日
㈬
の

減
額
証
・
限
度
額
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
８
月
以
降
も
引
き
続
き
減
額
証
・

限
度
額
証
の
交
付
対
象
と
な
る
方
。

注
意
事
項　
新
た
に
減
額
証
・
限
度
額

証
が
必
要
と
な
る
方
は
申
請
が
必
要
で

す
。
保
険
医
療
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

地
域
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

プレミアム率

▲新しい保険証は若草色です

▲専用ホーム
ページ（商品券
の概要や利用可
能店舗も確認で
きます。）

５，０００円で
８，０００円分の
デジタル商品券を
購入できます。


